
 

要介護認定等に関する個人情報の外部提供事務取扱要領  

（趣旨）  

第１条  この要領は、良質な介護サービスの提供に資するため、居宅サー

ビス計画、施設サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「介護サ

ービス計画」という。）の作成に利用する目的に限り、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）第 69条第２項第１号の規定によ

り、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。）に基づ  

き、本市が行う要介護認定及び要支援認定（以下「要介護認定等」とい  

う。）に関する個人情報の外部提供を行うことについて、必要な事項を

定めるものとする。  

（個人情報の提供を受ける者）  

第２条  要介護認定等に関する個人情報の提供の申請及び提供を受ける

ことができる者は、法第70条第１項、第 78条の２第１項、第79条第１

項、第86条第１項、第 94条第１項、第107条第１項、第115条の２第１

項、第115条の12第１項又は第 115条の 22第1項の規定に基づき指定又は

許可を受けた次に掲げる介護サービス計画作成事業者とする。  

(1) 居宅介護支援事業者  

(2) 介護予防支援事業者  

(3) 介護保険施設  

(4) （介護予防）小規模多機能型居宅介護支援事業者  

(5) （介護予防）特定施設入居者生活介護事業者  

(6) （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業者  

(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護事業者  

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者  

(9) 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業者  



 

（提供する個人情報）  

第３条  提供する要介護認定等に関する個人情報は、次に掲げる要介護認

定等に係る資料とする。  

(1) 認定調査票（要介護認定等の実施について（平成21年９月 30日付

け老発0930第５号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」とい

う。）別添２同様の情報を記載した資料）の写し  

(2) 主治医意見書（局長通知別添３同様の情報を記載した資料）  

の写し  

(3) 要介護認定等結果 

（申請手続） 

第４条 前条第１号及び第２号に掲げる資料（以下「資料の写し」とい

う。）の提供を受けようとする者（第２条第２号の介護予防支援事業者

のうち、本市から包括的支援事業等業務の委託を受け、地域包括支援セ

ンターを運営する者（以下「本市の地域包括支援センター運営者」とい

う。）を除く。以下「申請者」という。）は、要介護認定等が決定した

後に、要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書（第１号様式。

以下「申請書」という。）に、申請者が介護サービス計画を作成するこ

とについて、資料の写しに係る被保険者（以下「本人」という。）から

の合意を得ていることを証明する居宅介護支援、介護予防支援、居宅サ

ービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地

域密着型介護予防サービスの利用契約書その他これに類する書面の写し

を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、本人から介護サ

ービス計画の作成又は変更を依頼する旨の届出書が、市に対し、あらか

じめ提出されているときは、当該書面の写しの添付を省略することがで

きる。  



 

２ 前条第３号に掲げる資料（以下「認定等結果」という。）の提供を受  

けようとする者（本市の地域包括支援センター運営者を除く。）は、介護

保険要介護認定等結果提示依頼書（第２号様式。以下「依頼書」とい

う。）を市長に提出しなければならない。  

（資料の写し等の提供） 

第５条 市長は、前条第１項に規定する申請書を受理したときは、当該資

料の写しの提供の可否を決定し、申請日の翌週水曜日（水曜日が長崎市

の休日を定める条例（平成５年条例第 35号）第１条第１項第２号又は第

３号に規定する休日にあっては、その休日以後最初の休日でない日）以

降に要介護認定等に関する個人情報の外部提供可否決定通知書（第３号

様式）により申請者に通知し、提供を可と決定した資料の写しを提供す

るものとする。この場合において、資料の写しの提供は、申請者が希望

する場合には郵送によることができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、資料の写しが次の各号のいずれか

に該当するときは、その該当する資料の写しの全部又は一部について提

供をしないことができる。  

(1) 第３条第１号に掲げる資料を作成した者が特定されるおそれがあ

る情報の記載があるとき。  

 (2) 前号に掲げるもののほか、第三者の権利又は利益を害するおそれ

がある情報を含むとき。  

(3) その他市長が資料の写しの提供を必要性がないと判断したとき。  

３ 市長は、前条第２項に規定する依頼書を受理したときは、要介護認定

等が決定した後に、申請者に対し、認定等結果を書面にて速やかに郵送

するものとする。  

（費用）  



 

第６条 申請者は、長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４

年長崎市条例第 40号）第６条第２項及び長崎市個人情報の保護に関する

規則（令和５年長崎市規則第 10号）第12条第１項の規定に基づき、当該

資料の写しの提供に要する複写手数料を負担しなければならない。  

２ 第５条第１項の規定により、郵送による提供を希望する申請者は、郵

送料に相当する額を負担しなければならない。  

 (委任) 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要領は、告示の日から施行する。  

附 則（令和６年９月20長崎市告示第650号）  

この要領は、告示の日から施行する。  

附 則（令和８年２月26日長崎市告示第 106号） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 経過措置  

改正前の要介護認定等に関する個人情報の外部提供事務取扱要領  

に定める様式による用紙は、当分の間、所要の整備をして使用するこ

とができる。  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

遵守事項  

 

１  私は、提供を受けた資料に係る被保険者（以下「本人」という。）の個人  

 情報を本人の介護サービス計画の作成以外の目的には使用しません。  

２  私は、私の従業者又は従業者であったものが、上記の１に違反した行為を  

 行わないよう必要な措置を講じます。  

３  私は、本人の個人情報を、本人の文書による同意を得ることなく本人以外  

 の者に知らせること又は提供することをしません。  

４  私は、本人の個人情報を、本人の同意を得ることなく複写し又は複製しま  

 せん。  

５  私は、本人の個人情報を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正に保管  

 するとともに、紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に  

 従い善処します。  

  

６  私は、本人との介護サービス計画の作成に係る契約関係が終了した場合そ  

 の他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資  

 料を本人若しくは長崎市に返還するか、又は私の責任を持って確実に廃棄し  

 ます。  

７  私は、本人又は長崎市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求めら  

 れたときは、いつでもこれに応じます。  

（注）上記の遵守事項に違反した場合、今後の資料提供は受けられなくなる  

    場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

遵守事項  

 

１  私は、書面にて提示を受けた資料に係る被保険者（以下「本人」という。）  

 の個人情報を本人の介護サービス計画の作成以外の目的には使用しません。  

２  私は、私の従業者又は従業者であったものが、上記の１に違反した行為を  

 行わないよう必要な措置を講じます。  

３  私は、本人の個人情報を、本人の文書による同意を得ることなく本人以外  

 の者に知らせること又は提供することをしません。  

４  私は、本人の個人情報を、本人の同意を得ることなく複写し又は複製しま  

 せん。  

５  私は、本人の個人情報を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正に保管  

 するとともに、紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に  

 従い善処します。  

  

６  私は、本人との介護サービス計画の作成に係る契約関係が終了した場合そ  

 の他提示を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資  

 料を本人若しくは長崎市に返還するか、又は私の責任を持って確実に廃棄し  

 ます。  

７  私は、本人又は長崎市から、書面にて提示を受けた資料の提示又は提出若  

 しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じます。  

（注）上記の遵守事項に違反した場合、今後の資料提供は受けられなくなる  

    場合があります。  

 

  



 

第３号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

要介護認定等に関する個人情報の外部提供可否決定通知書 

 

 

          様 

 

 

長崎市長           

 

 

 要介護認定等に関する個人情報の外部提供事務取扱要領第 4条第 1項の規定により申請

がなされた要介護認定等に関する個人情報の外部提供について、次のとおり決定しました

ので通知します。 

 

被保険者氏名 被保険者番号 申請日 認定調査票 主治医意見書 

     

 

 


